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平成２７年度 介護団体の支援について

１．介護事業基盤整備援助について

ＮＰＯ法人が帰国者等を主たる介護サービス対象者として、介護保険法に基づく「指
定居宅サービス事業者」または「指定地域密着型サービス事業者」として行政庁から指
定を受けて介護事業を実施する場合に、その準備期間から介護保険を活用して安定した
運営に至るまでの期間を「介護事業基盤整備期間」として、資金の一部を援助する。

平成２７年度 援助数 １

○ 特定非営利活動法人 共に歩む会

（１）法人に関する情報
法 人 名 特定非営利活動法人 共に歩む会

（長野県飯田市本町一丁目１５番地）
法人設立日 平成２４年９月３日
理 事 長 原 弓子（看護師）
副 理 事 長 馬場田 正美

（２）介護事業所に関する情報
サービス種類 認知症対応型通所介護（利用定員１２名以下）
事 業 所 名 赤坂デイ

（長野県飯田市羽場赤坂２０２５－４）
事業所指定時期 平成２７年３月
開 設 時 期 平成２７年３月
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２．介護団体支援について

「指定居宅サービス事業者」または「指定地域密着型サービス事業者」として事業を
行っている法人が、サービス利用者のうち帰国者等が週平均５人以上且つ年間利用者総
数の２割を超えている法人に対して、選考のうえ支援金を交付する。

＜支援金の額＞（同要項第１３条）
① 週平均５回以上８回未満の団体については１５万円
② 週平均９回以上14回未満の団体については２０万円
③ 週平均15回以上20回未満の団体については２５万円
④ 週平均20回以上30回未満の団体については３０万円
⑤ 週平均30回以上の団体については３５万円
※ 入所施設にあっては１人当たり入所１日を１回、通所施設にあって
は１人当たり通所１日を１回、訪問介護事業にあっては訪問回数にか
かわらず訪問した１日を１回とする。

平成２７年度 援助数 ４

NO１ 特定非営利活動法人「中国帰国者等のための介護・福祉の会ニイハオ」

１．事務所所在地：長野県飯田市鼎切石４０８０番地１
２．代表者職・氏名：理事長 熊谷 加舟

くまがい

３．団体の創設及び活動の経緯
平成１６年１２月 特定非営利活動法人「中国帰国者等のための介護・

福祉の会ニイハオ」として長野県知事の認証を受け
る。

１７年１０月 長野県から指定居宅サービス事業の指定を受ける。
１１月 長野県飯田市鼎切石に託老所「ふれあい街道ニイハ

オ」を開設、通所介護サービスを開始。
１９年 ２月 援護基金から平成１８年度介護事業経過的基盤整備

援助資金１，０００，０００円の交付を受ける。
※援護基金が初めて介護事業基盤整備援助した施設

２０年 ２月 援護基金から平成１９年度介護事業経過的基盤整備
援助資金１，０００，０００円の交付を受ける。

２０年１２月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（２０万円）
２１年 ９月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（２０万円）
２２年 ８月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（２０万円）
２３年 ８月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（２０万円）
２４年 ８月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（２５万円）
２５年 ８月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（３０万円）
２６年 ８月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（３５万円）

NO２ 特定非営利活動法人「中国語の医療ネットワーク」

１．事務所所在地：東京都練馬区石神井町１丁目１－３５－１０３
２．代表者職・氏名：理事長 石川 宏
３．団体の創設及び活動の経緯

平成１６年春 医師石川宏が代表者として、言葉が通じない帰国者の
医療情報を提供するため、任意団体として活動。

１８年 ７月 特定非営利活動法人として指定（７月２４日）
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２０年 １月 東京都練馬区石神井町１丁目に「デイサービス故郷」
を開設、通所介護サービスを開始。（１月２６日）

２０年 ２月 援護基金から平成１９年度介護事業経過的基盤整備
援助資金５，０００，０００円の交付を受ける。

２０年 ８月 援護基金から平成２０年度介護事業経過的基盤整備
援助資金１，０００，０００円の交付を受ける。

２１年 ８月 援護基金から平成２１年度介護事業経過的基盤整備
援助資金１，０００，０００円の交付を受ける。

２２年 ８月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（２０万円）
２３年 ８月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（２５万円）
２４年 ８月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（２５万円）
２５年 ８月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（３５万円）
２６年 ８月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（３５万円）

NO３ 特定非営利活動法人「神戸定住外国人支援センター」

１．事務所所在地：兵庫県長田区若松町４－４－１０
２．代表者職・氏名：理事長 金 宣 吉
３．団体の創設及び活動の経緯

平成１６年 ８月 特定非営利活動法人「神戸定住外国人支援センター」として
兵庫県知事の認証を受ける。

１７年１２月 兵庫県から通所介護事業の指定を受ける。
１８年 １月 通所介護事業所「デイサービスセンターハナの会」を開設。
２１年 ４月 兵庫県から居宅介護事業の指定を受け、居宅介護支援事業所

「ハナ介護サービス」を開始。
２１年１０月 兵庫県から訪問介護事業の指定を受け、訪問介護支援事業所

「ハナ介護サービス」を開設。
２４年 ７月 神戸市から地域密着型認知症グループホームの指定を受け、

「グループホーム ハナ」を開始。
２５年１０月 神戸市から地域密着型小規模多機能型居宅介護の指定を受

け、「小規模多機能型居宅介護 ハナ」を開設。
２６年 ８月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（２５万円）

NO４ 合同会社「常楽園」

１．事務所所在地：群馬県前橋市西善町５９９－１
２．代表者職・氏名：業務執行役員 原 静子
３．団体の創設及び活動の経緯

平成２４年末 帰国者２世原静子夫妻が前橋市に住む母親の介護を機会に介
護事業の設立を発起。

平成２５年 ８月 合同会社常楽園を設立。
１１月 前橋市から通所介護事業者の指定を受け、「常楽園デイサー

ビス」を開始。
２６年 ８月 援護基金から介護団体支援金の交付を受ける。（３５万円）


